
９ 広報まえばし

し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
平
成
13
年
分
の
所
得
が
下
表

の
限
度
額
未
満
で
、
義
務
教
育
就
学

前
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
　
支

給
月
額
＝
第
一
子
、
第
二
子
は
五
千

円
、
第
三
子
以
降
は
一
万
円
　
特
例

給
付
＝
厚
生
年
金

な
ど
に
加
入
し
て

い
て
、
児
童
手
当

の
所
得
制
限
を
超

え
る
人
は
、
特
例

給
付
・
就
学
前
特

例
給
付
の
所
得
制

限
が
適
用
　
請
求

の
手
続
き
＝
印
鑑
、

養
育
者
名
義
の
預

児
童
手
当
の
請
求
を
し
て
い
な
い

人
で
下
記
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
人

は
、
児
童
手
当
を
受
給
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
該
当
す
る
人
は
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
公
務
員
は
勤
め
先
に
請
求

金
通
帳
、
健
康
保
険
証
、
年
金
手
帳

ま
た
は
年
金
加
入
証
明
書
（
用
紙
は

児
童
家
庭
課
、
城
南
支
所
に
あ
り
ま

す
）
を
用
意
し
て
、
市
役
所
２
階
児

童
家
庭
課
へ

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
課
�
８
９
０

―
６
２
７
７
へ
。

児
童
手
当
の
支
給

該
当
者
は
請
求
手
続
き
を

ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト
リ
が
発
生
す

る
時
季
に
な
り
ま
し
た
。
被
害
の
ま

ん
延
を
防
ぐ
に
は
早
期
発
見
・
防
除

が
大
切
で
す
。
ア
メ
リ
カ
シ
ロ
ヒ
ト

リ
の
生
態
を
知
り
、
効
果
的
な
防
除

を
行
い
ま
し
ょ
う
。

□
�
ア
メ
ヒ
ト
退
治
�
三
つ
の
対
策

�
発
見

ア
メ
ヒ
ト
は
通
常
六
月
上
旬
か
ら

七
月
上
旬
と
、
八
月
上
旬
か
ら
十
月

上
旬
の
年
二
回
（
あ
る
い
は
年
三

回
）
発
生
し
ま
す
。
桑
や
梅
、
カ
キ

な
ど
の
葉
に
好
ん
で
産
卵
。
卵
か
ら

か
え
っ
た
幼
虫
は
、
糸
を
吐
い
て
巣

を
作
り
、
十
日
間
前
後
固
ま
っ
て
い

ま
す
。
巣
の
中
の
幼
虫
は
葉
の
葉
脈

を
残
し
て
食
べ
る
の
で
、
そ
の
葉
だ

け
透
け
て
見
え
ま
す
。

�
処
分

幼
虫
は
体
長
一
・
五
�
に
な
る
と

巣
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
分
散

す
る
前
に
枝
葉
を
切
り
取
っ
て
、
焼

く
か
踏
み
つ
ぶ
し
て
処
分
し
ま
し
ょ

う
。
巣
が
高
い
と
こ
ろ
に
あ
る
場
合

は
、
枝
を
切
り
落
と
す
か
、
幼
虫
を

直
接
焼
い
て
く
だ
さ
い
。

�
薬
剤
散
布

発
見
が
遅
れ
幼
虫
が
分
散
し
て
し

ま
っ
た
ら
、
デ
ィ
プ
テ
レ
ッ
ク
ス
乳

剤
ま
た
は
Ｄ
Ｄ
Ｖ
Ｐ
乳
剤
な
ど
を
散

布
し
て
防
除
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

薬
剤
散
布
す
る
と
き
は
、
周
辺
の
人

に
事
前
に
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
薬

剤
の
ラ
ベ
ル
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事

項
を
守
り
、
人
や
家
畜
、
作
物
な
ど

に
か
か
ら
な
い
よ
う
十
分
気
を
付
け

ま
し
ょ
う
。

□
防
除
旬
間

第
一
世
代
＝
６
月
１
日
�
〜
10
日
�

第
二
世
代
＝
７
月
20
日
�
〜
29
日
�

○
…
問
い
合
わ
せ
は
農
政
課
�
８
９

０
―
６
７
０
５
へ
。

ア
メ
ヒ
ト
の
発
生
時
季
で
す

生
態
を
知
り
防
除
の
対
策

国
民
年
金
の
各
種
制
度

保
険
料
が
免
除
の
場
合
も

若
宮
幼
稚
園
内
に
あ
る
貨
車
一
両

を
譲
り
ま
す
。
こ
れ
は
旧
国
鉄
か
ら

譲
り
受
け
た
貨
物
用
の
車
両
。
同
園

の
増
築
・
改
修
工
事
に
伴
い
、
市
民

ま
た
は
各
種
団
体
、
事
業
所
に
有
効

活
用
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
希
望
者

を
募
集
し
ま
す
。

若
宮
幼
稚
園
の
貨
車

希
望
す
る
人
な
ど
に
譲
渡

対
象
＝
次
の
す
べ
て
を
満
た
す
人
ま

た
は
市
内
の
各
種
団
体
、
事
業
所
。

�
７
月
10
日
�
ま
で
に
自
分
で
搬

出
、
輸
送
が
で
き
る
�
自
分
で
使
用

す
る
　
申
し
込
み
＝
６
月
10
日
�
ま

で
に
教
育
委
員
会
総
務
課
�
８
９
０

―
５
８
０
３
へ

前
橋
工
科
大
で
は
、
昼
間
主
コ
ー

ス
の
三
年
次
編
入
学
生
を
募
集
し
ま

す
。
詳
し
く
は
募
集
要
項
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

試
験
日
＝
６
月
14
日
�

会
場
＝
前

橋
工
科
大
　
募
集
人
数
＝
建
設
工
学

試
験
日
は
６
月
14
日

工
科
大
の
編
入
生
を
募
集

科
・
建
築
学
科
・
情
報
工
学
科
、
各

五
人
　
選
抜
方
法
＝
書
類
審
査
、
面

接
　
出
願
期
間
＝
６
月
４
日
�
〜
７

日
�

○
…
問
い
合
わ
せ
は
同
大
事
務
局
学

務
課
�
２
６
５
―
０
１
１
１
へ
。

所
得
が
少
な
い
、
失
業
、
災
害
な

ど
で
、
国
民
年
金
保
険
料
が
納
め
ら

れ
な
い
と
き
、
申
請
で
保
険
料
が
全

額
ま
た
は
半
額
免
除
に
な
る
場
合
が

あ
り
ま
す
。
対
象
や
申
請
方
法
な
ど

詳
し
く
は
問
い
合
わ
せ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
保
険
料
が
免
除
さ
れ
た
期
間

に
つ
い
て
は
、
十
年
ま
で
さ
か
の
ぼ

っ
て
保
険
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
で

き
る
「
追
納
制
度
」
も
あ
り
ま
す
。

□
法
定
免
除

次
の
人
は
、
届
け
出
を
す
る
だ
け

で
保
険
料
が
免
除
さ
れ
ま
す
。

�
生
活
保
護
法
の
生
活
扶
助
を
受

け
て
い
る
�
障
害
基
礎
年
金
や
厚
生

年
金
、
共
済
年
金
な
ど
の
障
害
年
金

（
一
級
・
二
級
）
を
受
け
て
い
る
�

昭
和
六
十
一
年
三
月
以
前
に
厚
生
年

金
・
共
済
年
金
な
ど
の
障
害
年
金

（
三
級
）
に
該
当
し
、
現
在
も
受
給

し
て
い
る
。

□
学
生
納
付
特
例

親
の
所
得
に
関
係
な
く
、
学
生
自

身
の
平
成
十
三
年
分
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
、
申
請
す
る
と
該
当
に

な
り
ま
す
。

○
…
問
い
合
わ
せ
は
国
保
年
金
課
�

８
９
０
―
６
２
５
４
へ
。

平成14年度児童手当所得限度額表
（平成14年６月分手当から平成15年５月分手当まで適用）

扶養親族の数 平成13年分所得額
児童手当 特例給付・就学前特例給付

０人 ３０１万円 ４６０万円
１人 ３３９万円 ４９８万円
２人 ３７７万円 ５３６万円
３人 ４１５万円 ５７４万円
４人 ４５３万円 ６１２万円
５人 ４９１万円 ６５０万円

�給与所得のみの場合は、給与所得控除後の金額です
�次の控除があるときは、その額を所得額から差し引いて表中の
限度額と比べてください。社会・生命保険料相当額（一律８万円）

手当の受給でゆとりの子育て


